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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光の透過性を有する材料からなり、建物の外面側に配置される外側膜材と、
　この外側膜材に沿って上記建物の内側に配設されるとともに互いの周縁部において気密
的に封じられた内側膜材と、
　上記外側膜材と内側膜材との間に張設された中間膜材と、
　上記外側膜材と内側膜材との間の空間に気体を供給する給気手段と、
　上記中間膜材の上記外側膜材と対向する表面に設けられた太陽光発電モジュールとを備
えてなり、
　上記外側膜材と上記中間膜材との間の空間および上記内側膜材と上記中間膜材との間の
空間は、上記中間膜材に形成された開口部を介して互いに連通されていることを特徴とす
る建物の外被構造。
【請求項２】
　上記太陽光発電モジュールは、可撓性を有することを特徴とする請求項１に記載の建物
の外被構造。
【請求項３】
　上記太陽光発電モジュールは、アモルファス系シリコン太陽電池を用いた発電モジュー
ルであることを特徴とする請求項１または２に記載の建物の外被構造。
【請求項４】
　上記太陽光発電モジュールの出力側がバッテリーに接続されるとともに、当該バッテリ
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ーで蓄えられた電力の少なくとも一部を、上記給気手段の駆動源として供給するようにし
たことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の建物の外被構造。
【請求項５】
　複数の上記太陽光発電モジュールが、互いの間を太陽光が透過可能となるように、間隔
をおいて配設されていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の建物の外
被構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二重膜構造であって、かつ太陽光による発電機能を備えたアトリウムや温室
等の各種建物における外被構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境保護や省エネルギーの要請から、建物の外被の一種である屋根に太陽光発電
モジュールを設置し、自然エネルギーである太陽光のエネルギーを電力に変換して、当該
建物内の電力源として利用するとともに、余剰の電力を売電する技術が実用化している。
【０００３】
　一方、上記屋根構造として、膜材を張設することによって当該屋根を構成する構造が知
られている。
　このような膜材を用いた屋根構造にあっては、膜面が所定の張力を受けた曲面形状とな
るために、上記太陽光発電モジュールを取り付けることが難しいという問題点があった。
【０００４】
　そこで、下記特許文献１においては、上記太陽光発電モジュールとしてフレキシブルな
モジュールを用い、当該フレキシブル太陽光発電モジュールの全体を被覆可能な熱可塑性
樹脂フィルムの周縁を上記膜面に溶着して、その内部に上記フレキシブル太陽光発電モジ
ュールを収納することによって上記膜面上に取り付けた太陽電池の取付構造が提案されて
いる。
【特許文献１】特開平１１－４６００７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の膜材を用いた屋根構造における太陽電池の取付構造にあって
は、膜材の表面にフレキシブル太陽光発電モジュールを樹脂フィルムで覆った凸が形成さ
れてしまうために、膜材との間に形成される段部に塵や埃等が堆積しやすく、この結果発
電効率の低下を招いたり、あるいは積雪期における滑雪の障害になったりするという問題
点があった。
【０００６】
　加えて、薄い膜材の膜面に熱可塑性樹脂フィルムの周縁を溶着しているために、当該溶
着部における膜材が硬化あるいは脆性化したり、さらに当該溶着部の剛性が高まることに
より応力が集中したりして破断し易くなるという問題点もあった。
【０００７】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたもので、屋根や壁等の外被の外表面に凹凸が形
成されたり、あるいは太陽光発電モジュールに外力が作用したりすることが無く、高い発
電効率を維持することが出来るとともに、太陽光発電が可能な軽量な外被を形成すること
が可能となる建物の外被構造を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、光の透過性を有する材料からな
り、建物の外面側に配置される外側膜材と、この外側膜材に沿って上記建物の内側に配設
されるとともに互いの周縁部において気密的に封じられた内側膜材と、上記外側膜材と内
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側膜材との間に張設された中間膜材と、上記外側膜材と内側膜材との間の空間に気体を供
給する給気手段と、上記中間膜材の上記外側膜材と対向する表面に設けられた太陽光発電
モジュールとを備えてなり、上記外側膜材と上記中間膜材との間の空間および上記内側膜
材と上記中間膜材との間の空間は、上記中間膜材に形成された開口部を介して互いに連通
されていることを特徴とするものである。
【００１１】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の太陽光発電モジュールが、可撓性を
有することを特徴とするものである。
【００１２】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の発明において、上記太陽光
発電モジュールが、アモルファス系シリコン太陽電池を用いた発電モジュールであること
を特徴とするものである。
【００１３】
　さらに、請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において、上
記太陽光発電モジュールの出力側がバッテリーに接続されるとともに、当該バッテリーで
蓄えられた電力の少なくとも一部を、上記給気手段の駆動源として供給するようにしたこ
とを特徴とするものである。
【００１４】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれかに記載の発明において、複数
の上記太陽光発電モジュールが、互いの間を太陽光が透過可能となるように、間隔をおい
て配設されていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１～５のいずれかに記載の発明においては、外側膜材と内側膜材との間に空気が
加圧充填されたクッション型の二重膜構造の建築用パネル（以下、ニューマチックパネル
と称する。）を外被材として用いるとともに、当該ニューマチックパネルの内部に太陽光
発電モジュールを組み込んだものである。
【００１６】
　また、上記外側膜材と内側膜材との間に中間膜材を張設するとともに、この中間膜材の
上記外側膜材と対向する表面に太陽光発電モジュールを設けたものである。この結果、上
記中間膜材は、内圧変化等による影響を受けないために、安定した状態で上記太陽光発電
モジューの形態を保持させることができる。
　そして、これらの外被構造においては、外側膜材が光の透過性を有する材料によって構
成されているために、太陽光が外側膜材を透光して太陽光発電モジュールに照射されるこ
とにより、発電を行うことができる。
【００１７】
　このため、太陽光発電が可能な軽量な屋根や壁等の外被を形成することができるととも
に、さらに内側膜材や中間膜材も光の透過性を有する材料によって構成すれば、太陽光を
建物内に照射させることができるために、ニューマチックパネルの本来の用途であるアト
リウム、園芸用等の温室、プール等の建物の屋根や壁等として好適に用いることができる
。
【００１８】
　そして、この外被構造においては、太陽光発電モジュールの全体がニューマチックパネ
ルの内部に設けられているために、上記太陽光発電モジュールに外力が作用することが無
く、よって長期間にわたって高い発電効率を維持することが可能になる。しかも、膜材の
外表面に突出することがないために、塵や埃の堆積を招いて発電効率が低下したり、ある
いは積雪期における滑雪の妨げとなったりすることがない。
【００１９】
　また、特に内部に供給された気体によって張力を受けつつ外被の外面および内面を構成
する外側膜材および内側膜材に太陽光発電モジュールを設けておらず、当該太陽光発電モ



(4) JP 5003670 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

ジュールを、上記外側膜材および内側膜材の間に介装された中間膜材に設けているために
、従来のもののように、上記太陽光発電モジュールの取り付けに起因してニューマチック
パネル自体を構成する上記外側膜材や内側膜材に破断を招来するといった虞が全くない。
【００２０】
　さらに、中間膜材が、外側膜材と内側膜材との間を連通させた状態で張設されているた
めに、外側膜材と中間膜材との間および中間膜材と内側膜材との間のいずれか一方から内
部に気体を供給することにより、当該中間膜材が妨げとなることなく内部の全体を均一に
加圧してニューマチックパネルを形成することができる。
【００２１】
　なお、上記太陽光発電モジュールとしては、単結晶シリコン太陽電池、多結晶シリコン
太陽電池、アモルファスシリコン太陽電池、単結晶＋アモルファスのハイブリッド太陽電
池等を用いた各種の太陽光発電モジュールが知られている。ここで、結晶系シリコン太陽
電池は、機械的強度が小さく、割れやすいという欠点があるために、一般的には取り扱い
上の支障が無いように、補強部材を張り合わせることにより使用されている。
【００２２】
　これに対して、アモルファス系シリコン太陽電池は薄膜であって、かつ可撓性を有する
ために簡単に割れることが無いという利点がある。
　ちなみに、請求項１に記載の発明においては、上記太陽光発電モジュールを中間膜材に
設けているために、結晶系シリコン太陽電池を用いた太陽光発電モジュールおよびアモル
ファス系シリコン太陽電池のいずれも適用することも可能である。
【００２３】
　ただし、上記中間膜材も可撓性を有している結果、全体として変形を受けるために、請
求項１に記載の発明においては、請求項２に記載の発明のように、上記太陽光発電モジュ
ールとして、可撓性を有するものを用いることが好ましい。
　また、特に請求項３に記載の発明のように、上記太陽光発電モジュールとして、アモル
ファス系シリコン太陽電池を用いた発電モジュールを用いれば、可撓性を有するとともに
、結晶系シリコン太陽電池を用いたものと比較して、より高い電圧を得ることができる。
【００２４】
　また、上記ニューマチックパネルにおいては、太陽光によって内部の温度が高くなる傾
向があるのに対して、一般に太陽電池は温度が上昇すると出力が低下する傾向にある。
　しかしながら、上記アモルファス系シリコン太陽電池にあっては、アニール現象によっ
て、温度が上昇しても出力低下が少ないために、請求項３に記載の発明によれば、結晶系
シリコン太陽電池と比べて１０％程度高い発電効率を得ることができる。
【００２５】
　さらに、請求項４に記載の発明においては、上記太陽光発電モジュールの出力側をバッ
テリーに接続し、このバッテリーで蓄えられた電力の少なくとも一部を、送風機等の上記
給気手段の駆動源として供給しているために、外部からの給電を必要としない自立型のニ
ューマチックパネルを用いた外被構造を構成することが可能になる。
【００２６】
　加えて、請求項５に記載の発明によれば、複数の太陽光発電モジュールを間隔をおいて
配設し、これらの間を太陽光が透過可能としているために、当該大鵬光発電モジュールの
配置を適宜選択することにより、建物の内部にも所望の採光を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
（第１の実施形態）
　図１～図３は、本発明に係る建物の外被構造を建物の屋根構造に適用した第１の実施形
態を示すものであり、図４は、その変形例を示すものである。
　これらの図において、この建物Ｃの屋根構造は、ニューマチックパネル１の内部に複数
の太陽光発電モジュール７を設けることにより概略構成されたものである。
【００２８】
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　すなわち、ニューマチックパネル１は、エチレン・テトラフルオロエチレン系共重合体
（以下、ＥＴＦＥと略す。）等の透明なプラスチック系フィルム材料からなる２枚の矩形
状に形成された外側膜材２と内側膜材３とが、互いの周縁部において気密的に一体化され
て外周フレーム４に保持されたもので、この結果、外側膜材２と内側膜材３との間には、
内部空間５が形成されている。そして、この建物Ｃの屋根は、複数のニューマチックパネ
ル１が、それぞれの外側膜材２を建物の外面側において太陽に向けて傾斜させるとともに
、内側膜材３を建物Ｃの内部に向けて配置された状態で、外周フレーム４が建物Ｃの柱梁
架構Ｆに連結支持されることにより構成されている。
【００２９】
　さらに、このニューマチックパネル１においては、外側膜材２と内側膜材３との間に中
間膜材６が介装されている。この中間膜材６は、外側膜材２および内側膜材３と同様のＥ
ＴＦＥ等の透明なプラスチック系フィルム材料によって内側膜材３よりも幾分撓みが小さ
くなるような形状に形成されたもので、その周縁部は外側膜材２と内側膜材３の周縁部間
に挟まれて一体化されている。また、この中間膜材６には、上方の外側膜材２との間の空
間と、下方の内側膜材３との間の空間を連通させる開口部６ａが形成されている。
【００３０】
　そして、この中間膜材６の上面に、複数（図２においては、そのうちの２枚のみを例示
している。）の太陽光発電モジュール７が所定間隔をおいて取り付けられている。この太
陽光発電モジュール７は、アモルファス系シリコン太陽電池を用いた発電モジュールであ
り、その受光セル面を上面にして中間膜材６に取り付けられている。
【００３１】
　なお、上記複数の太陽光発電モジュール７は、任意に配置することができ、本実施形態
の建物Ｃにおいては、図３に示すように、屋根の全面にわたって千鳥状に配置されている
。これにより、太陽光発電モジュール７の間には、外側膜材２、中間膜材６および内側膜
材３を通して太陽光が建物Ｃの内部に照射可能になっている。
【００３２】
　他方、このニューマチックパネル１の外周フレーム４の下面には、バッテリー８が設け
られている。そして、中間膜材６に取り付けられた各々の太陽光発電モジュール７の出力
側に接続された電線９が、このニューマチックパネル１内を外側フレーム４側に向けて引
き回されるとともに、集合線１０となってバッテリー８の入力側に接続されている。これ
により、太陽光発電モジュール７によって発電されることによって発生した電力は、バッ
テリー８に入力されて蓄えられるようになっている。
【００３３】
　さらに、上記外周フレーム４の下面には、ニューマチックパネル１内の内側膜材３と中
間膜材６との間に空気（気体）を供給する送風機（給気手段）１１と、バッテリー８に蓄
えられている電力を、ニューマチックパネル１の内圧の低下速度と連動した所定の時間間
隔でＯＮ－ＯＦＦして送風機１１に供給することにより、ニューマチックパネル１の内圧
を一定範囲に保持するタイマー１２とが隣接して設けられている。
【００３４】
　以上の構成からなる建物Ｃの屋根構造によれば、太陽光発電モジュール７をニューマチ
ックパネル１内であって、外力や内圧の変化等による歪みが殆ど生じない中間膜材６の上
面に設けているために、安定した状態で当該太陽光発電モジュー７の形態を保持させるこ
とができる。そして、図１に示すように、屋根に注ぐ太陽光の一部が、光の透過性を有す
る外側膜材２を透光して太陽光発電モジュール７の表面に照射されることにより、発電を
行うことができる。
【００３５】
　このため、太陽光発電が可能な軽量な屋根を形成することができるとともに、この屋根
構造においては、外側膜材２、内側膜材３および中間膜材６が、いずれも光の透過性を有
する材料によって構成されているために、太陽光発電モジュール７間を透過した太陽光を
、建物内に照射させることができる。
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【００３６】
　加えて、この屋根構造においては、太陽光発電モジュール７の全体がニューマチックパ
ネル１の内部に設けられているために、太陽光発電モジュール７に外力が作用することが
無く、よって長期間にわたって高い発電効率を維持することができるとともに、外側膜材
２や内側膜材３の外表面に突出するものがないために、従来のもののように塵や埃の堆積
を招いて発電効率が低下したり、あるいは積雪期における滑雪の妨げとなったりすること
がない。
【００３７】
　さらに、中間膜材６の周縁部を、外側膜材２と内側膜材３の周縁部間に挟んで一体化す
るとともに、中間膜６に外側膜材２と内側膜材３との間を連通させる開口部６ａを形成し
ているために、中間膜材６と内側膜材３との間から内部に気体を供給することにより、中
間膜材６が妨げとなることなく内部の全体を均一に加圧してニューマチックパネル１を形
成することができ、しかも中間膜材６の姿勢を安定化させて太陽光発電モジュール７を安
定的に保持することができる。
【００３８】
　また、太陽光発電モジュール７として、可撓性に優れるアモルファス系シリコン太陽電
池を用いた発電モジュールを用いているために、中間膜材６が撓んだ場合においても、割
れを生じることが無く、かつ結晶系シリコン太陽電池を用いたものと比較して、より高い
電圧を得ることができる。加えて、太陽光の照射によってニューマチックパネル１内の内
部温度が高くなった場合においても、他の結晶系シリコン太陽電池を用いた太陽光発電モ
ジュールと比較して１０％程度高い発電効率を得ることができる。
【００３９】
　さらに、この屋根構造にあっては、太陽光発電モジュール７における発電によって得ら
れた出力をバッテリー８に蓄え、ニューマチックパネル１の内圧を一定に保持するための
送風機１１の駆動源として利用しているために、外部からの給電を必要としない自立型の
ニューマチックパネルを用いた屋根構造を構成することができる。
【００４０】
　また、図４は、上記実施形態の変形例を示すものである。
　この屋根構造が、図３に示したものと相違する点は、建物Ｃの傾斜した屋根の上部に位
置するニューマチックパネル１内の中間膜材６に、集中的に太陽光発電モジュール７が配
置されるとともに、それよりも下方に位置するニューマチックパネル１内には、上記太陽
光発電モジュールが配置されていない点にある。
【００４１】
　上記構成からなる屋根構造によれば、傾斜した屋根の上部に、集中的に太陽光発電モジ
ュール７を配置しているために、図中点線矢印で示すように、これら太陽光発電モジュー
ル７によって太陽光が妨げられることにより生じる影の位置が、建物Ｃの壁面に形成され
ることになる。このため、上記屋根構造をアトリウム、園芸用等の温室、プール等の床面
まで充分な太陽光の照射が必要な建物Ｃに適用した場合においても、太陽光発電モジュー
ル７による太陽光の遮断が問題となることがないという効果が得られる。
【００４２】
（第２の実施形態）
　図５は、本発明に係る建物の外被構造を建物の屋根構造に適用した第２の実施形態を、
図６～図８は、その第１～第３の変形例を示すものであり、いずれも図１～図３に示した
第１の実施形態と同一構成部分については、同一符号を付してその説明を簡略化する。
【００４３】
　図５～図８に示す第２の実施形態およびその変形例が第１の実施形態と異なる点は、中
間膜材６に、上方の外側膜材２との間の空間と、下方の内側膜材３との間の空間を連通さ
せる開口部６ａが形成されていないところにある。この結果、中間膜材６と外側膜材２と
の間に空間Ｓ1および中間膜材６と内側膜材３との間の空間Ｓ2は、互いに独立した空間と
なっている。
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【００４４】
　そして、図５に示す第２の実施形態においては、中間膜材６と外側膜材２との間の空間
Ｓ1に加圧空気を供給する送風ダクト１５が接続されるとともに、中間膜材６と内側膜材
３との間の空間Ｓ2に加圧空気を供給する送風ダクト１６が接続されている。
【００４５】
　以上の構成からなる屋根構造によれば、第１の実施形態に示したものと同様の作用効果
が得られる他、さらに中間膜材６によって、上方の外側膜材２との間の空間Ｓ1と、下方
の内側膜材３との間の空間Ｓ2とを独立的に仕切って、各々の空間Ｓ1、Ｓ2に送風ダクト
１５、１６を接続しているために、これら空間Ｓ1、Ｓ2における温度を最適な温度に管理
することが可能になる。
【００４６】
　また、空間Ｓ1、Ｓ2に供給する加圧空気の圧力を変化させて、例えば図５（ａ）に示す
ように、空間Ｓ1内の圧力Ｐ1を、空間Ｓ2内の圧力Ｐ2よりも大きくすることにより、中間
膜材６を下方に凸状に形成したり、あるいは図５（ｂ）に示すように、空間Ｓ1内の圧力
Ｐ1を、空間Ｓ2内の圧力Ｐ2よりも小さくすることにより、中間膜材６を上方に凸状に形
成したりすることが可能になる。これにより、太陽光発電モジュール７の向きを変えるこ
とができるために、当該太陽光発電モジュール７の向きを太陽の動きに対応させて調整す
ることにより、発電効率を向上させることも可能になる。
【００４７】
　これに対して、図６に示す第１の変形例は、中間膜材６と外側膜材２との間に、予め所
定の圧力の加圧気体が充填された後に気密的に密封された気密空間Ｓ1が形成さるととも
に、中間膜材６と内側膜材３との間の空間Ｓ2に、加圧空気を供給する送風ダクト１６が
接続されたものである。
【００４８】
　上記第１の変形例の屋根構造によれば、気密空間Ｓ1内における温度変化や大気圧変動
による体積変化を、中間膜材６の変形により吸収することができる。また、気密空間Ｓ1

に、空気以外の気体（例えば、ＣＯ2ガス、Ｎ2ガス等）を封入することも可能になる。加
えて、建物の外部に送風ダクトを設ける必要がないという利点もある。
【００４９】
　また、図７に示す第２の変形例は、第１の実施形態における外周フレーム４に変えて、
内部に空気流路１７ａが形成された角筒状の外側フレーム１７を用いたものである。そし
て、この外側フレーム１７に、外側膜材２および内側膜材３の各々の外周縁が接合される
ことにより、外側膜材２と内側膜材３とは、外側フレーム１７を介して互いの周縁部にお
いて気密的に封じられている。
【００５０】
　また、この外側フレーム１７の底部の所定位置には、開口部が形成されるとともに、こ
の開口部に送風ダクト１８が接続されている。他方、外側フレーム１７の内周壁の所定箇
所には、当該外側フレーム１７の空気流路１７ａと、空間Ｓ1とを連通させる連通孔１９
ａと、空気流路１７ａと、空間Ｓ2とを連通させる連通孔１９ｂとが穿設されている。
【００５１】
　この結果、上記第２の変形例に示した屋根構造においては、ニューマチックパネル１の
支持架構を構成する外側フレーム１７を、送風ダクトとして利用することができ、よって
建物内に設けた送風ダクト１８から、当該外側フレーム１７内の空気流路１７ａを通じて
、両方の空間Ｓ1、Ｓ2に加圧空気を供給することができる。
【００５２】
　他方、図８に示す第３の変形例は、外側フレーム１７の内周壁の所定箇所に、当該外側
フレーム１７の空気流路１７ａと、空間Ｓ1とを連通させる連通孔１９ａのみを形成して
、送風ダクト１８から送られる空気を、上記空間Ｓ1のみに供給するようにしたものであ
る。そして、中間膜材６と内側膜材３との間の空間Ｓ2には、同様に建物の内部から当該
空間Ｓ2に空気を供給する送風ダクト１６が接続されている。
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【００５３】
　上記構成からなる第３の変形例の屋根構造によれば、第２の変形例に示したものと同様
の効果が得られるとともに、さらに送風ダクト１６、１８から各々空間Ｓ2、Ｓ1に供給す
る加圧空気の圧力を変化させて、例えば図８（ａ）に示すように、空間Ｓ1内の圧力Ｐ1を
、空間Ｓ2内の圧力Ｐ2よりも大きくすることにより、中間膜材６を下方に凸状に形成した
り、あるいは図８（ｂ）に示すように、空間Ｓ1内の圧力Ｐ1を、空間Ｓ2内の圧力Ｐ2より
も小さくすることにより、中間膜材６を上方に凸状に形成したりすることが可能になる。
【００５４】
　これにより、図５に示したものと同様に、太陽光発電モジュール７の向きを変えること
ができ、よって太陽光発電モジュール７の向きを太陽の動きに対応させて調整することに
より、発電効率を向上させることも可能になる。
【００５５】
　なお、上記実施形態においては、いずれも本発明に係る建物の外被構造を、建物の屋根
構造に適用した場合についてのみ説明したが、これに限定されるものではなく、壁等の他
の外被の構造にも同様に適用することができる。
【００５６】
　また、上記実施形態においては、外側膜材２と内側膜材３との間に中間膜材６を設け、
この中間膜材６の上面に太陽光発電モジュール７を取り付けた場合についてのみ説明した
が、本発明はこれに限るものではなく、例えば図９に示すように、外側膜材２および内側
膜材３のみによってニューマチックパネル２０を構成するとともに、内側膜材３の上面に
太陽光発電モジュール７を設けることも可能である。
【００５７】
　さらに、上記実施形態においては、中間膜材６上に、最も好適な形態として、薄肉であ
って可撓性に優れるアモルファス系シリコン太陽電池を用いた太陽光発電モジュール７を
設けた場合について説明したが、これに限定されるものではなく、特に中間膜材６は、外
側膜材２や内側膜材３のように、外力や内圧の変化に起因する歪みの影響を受けることが
少ないために、結晶系シリコン太陽電池を用いた太陽光発電モジュールを設置することも
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係る建物の外被構造の第１の実施形態におけるニューマチックパネルの
構造を示す断面図である。
【図２】図１の１部断面視した斜視図である。
【図３】図１の建物全体を示す斜視図である。
【図４】上記一実施形態の変形例を示す建物全体の斜視図である。
【図５】本発明に係る建物の外被構造の第２の実施形態おけるニューマチックパネルの構
造を示す断面図である。
【図６】図５の第１の変形例におけるニューマチックパネルの構造を示す断面図である。
【図７】図５の第２の変形例におけるニューマチックパネルの構造を示す断面図である。
【図８】図５の第３の変形例におけるニューマチックパネルの構造を示す断面図である。
【図９】本発明の他の実施形態におけるニューマチックパネルの構造を示す断面図である
。
【符号の説明】
【００５９】
　１　ニューマチックパネル
　２　外側膜材
　３　内側膜材
　５、Ｓ1、Ｓ2　内部空間
　６　中間膜材
　６ａ　開口部
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　７　太陽光発電モジュール
　８　バッテリー
　１１　送風機（給気手段）
　Ｃ　建物

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】
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